
 

1 
 

 

自然公園等工事特記仕様書（自然公園編）（令和８年３月版） 

 

Ⅰ 工事概要 

１．工 事 名：令和８年度新宿御苑菊上家等設置工事 

２．工事場所：東京都新宿区内藤町１１ 新宿御苑内 

３．工  期：契約の日から令和８年 12 月 25 日（金）まで 

  なお、上家建て方は下記の期日までに実施し、解体は菊花壇展終了後に速やかに行う。 

・懸崖作り花壇上家        ：令和８年 10 月 23 日（金） 

・肥後菊花壇上家         ：令和８年 10 月 26 日（月） 

・大作り花壇上家         ：令和８年９月 24 日（木） 

・江戸菊花壇上家         ：令和８年 10 月５日（月） 

・大菊花壇上家          ：令和８年 10 月 13 日（火） 

・伊勢菊、丁子菊、嵯峨菊花壇上家 ：令和８年 10 月７日（水） 

・一文字菊、管物菊花壇上家    ：令和８年 10 月 13 日（火） 

 

４．工事内容：新宿御苑日本庭園で毎年 11 月１日から開催される菊花壇展のため、菊花

壇用上家の設置・解体、花壇の設置等を実施するもの。 

（１）建築工事 

   ①菊花壇竹軸上家２棟（懸崖作り花壇、肥後菊花壇） 建て方及び解体 

   ②菊花壇木軸上家５棟（大作り花壇、江戸菊花壇、大菊花壇、伊勢菊、丁子菊、嵯

峨菊花壇、一文字菊、管物菊花壇） 建て方及び解体 ※建込み部材は支給品 

③菊花壇上家６棟分（懸崖作り花壇を除く)の竹製手摺り設置及び片付け 

④外構･その他工事 

・幕の取付け取外し（上家７棟分） 

・防風用よしず設置及び片付け 

（２）土木工事 

①懸崖作り花壇設置及び片付け 

 大懸崖５鉢 中懸崖４鉢 小懸崖１５～２０鉢程度 計２４～２９鉢程度 

②肥後菊花壇設置及び片付け 

 後植 １２鉢  中植１１鉢  前植１２鉢 計３５鉢 

   ③伊勢菊、丁子菊、嵯峨菊花壇設置及び片付け 

    伊勢菊２５鉢 丁子菊１８鉢 嵯峨菊２５鉢 計６８鉢 

   ④大作り花壇設置及び片付け 

    ５鉢 

   ⑤江戸菊花壇設置及び片付け 

    後植１０鉢  中植９鉢  前植１０鉢  計２９鉢 

   ⑥一文字菊、管物菊花壇設置及び片付け 

    一文字菊１３品種９７鉢 細管物菊１３品種９７鉢 計２６品種１９４鉢 

   ⑦大菊花壇設置及び片付け 
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    大菊３９品種３１１鉢 

   ⑧露地花壇設置（２箇所）及び片付け 

   ・第１露地花壇 

    大菊(白)37 株 玉菊(紅)60 株程度 

   ・第２露地花壇 

    玉菊（黄）61 株程度 玉菊(白)30 株程度 玉菊(紅)19 株程度玉菊 

   ⑨その他工事 

   ・展示期間中の花壇等の点検、手直し、防風用よしずの開け閉め等 

   ・新宿門大作り、日本庭園中央入口の展示設置・撤去 

   ・菊花壇展案内看板、解説看板の設置及び撤去 

   ・花壇周辺環境整備（玉砂利歩道敷き均し等） 

 

５．実施方法 

（１） 共通事項 

・工事の実施時間は、月曜日から金曜日の午前 8時 30 分から午後 5時までとすること。

その他の時間の工事実施については、新宿御苑管理事務所（以下「管理事務所」とい

う。）に申し出て承認を得ること。 

・新宿御苑の休園日は毎週月曜日（月曜日が祝日の場合はその翌日（特別開園日を除く）

である。 

・休日（土曜、日曜及び祝祭日）の工事は認めないが、施工上やむを得ない理由がある

ときは、管理事務所に休日作業願を提出し事前に承認を得ること。 

・新宿御苑の基本的な開園時間および閉園時間は次表のとおりである。 

   

 

 

 

 

なお、早朝開園の実施やその他の状況により、表と異なる場合があるため、新宿御

苑ホームページも参照すること。 

<https://www.env.go.jp/garden/shinjukugyoen/2_guide/guide.html> 

・工事にあたっては、「新宿御苑内工事作業心得要領」を厳守し、作業責任者は作業員

の規律保持に留意すること。 

・作業員の新宿御苑への出入りは管理門より通行すること。 

・工事にあたっては、管理事務所から貸与する腕章を着用すること。 

・工事開始前及び工事終了後は、その旨を管理事務所に報告すること。 

・園内への車両の乗り入れは、４ｔまでとする。ただし、管理区域（管理門及び管理事

務所北側）については大型車の乗り入れは可能である。 

・園内での車両通行は、休園日や開園前などを基本として計画的に行い、ハザードラン

プ点滅の上、最徐行を厳守すること。 

・園内の施設・構造物等や樹木を損傷したり、公園利用者に被害を及ぼしたりすること

 園内 最終入園 温室 最終入館 日の入 

10/1～3/14 9:00-16:30 16:00 9:30-16:00 15：30  

3/15～6/10 

8/ 1～9/30 
9:00-18:00 17:30 9:30-17:30 17:00 

 

6/11～7/31 9:00-19:00 18:30 9:30-18:30 18:00 
6/11 18:58 

7/31 18:48 
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のないよう十分注意し、常時工事区域周辺の安全管理を行うこと。 

・園内の施設・構造物等に、破損・汚損等の損害を与えた場合は、監督職員に直ちに連

絡するとともに、請負者の責任において速やかに現況復旧すること。 

・工事にあたっては、疑義点が生じた際には、監督職員に協議すること。 

・本特記仕様書に記載がなくとも、本工事を遂行するうえで当然必要な施工上の事項に

ついては請負者の負担とする。 

 

（２） 建築工事 

(ア) 菊花壇竹軸上家２棟（懸崖作り花壇、肥後菊花壇）建て方及び解体 

・竹木軸上家の使用材料については、特に精選されたものを使用するので、新宿御

苑管理事務所担当官（以下、担当官とする。）立会のもと、材料の承認を受けると

ともに、切り込み、建て込み前に再確認を受けること。 

・竹木軸上家の使用材料、品質等は以下のとおり。 

ア 上家建て方用杉及び檜丸太は皮はぎ新材で、曲がり、腐り、虫食い、変色

のない所定の規格寸法を有する上等品であること。 

イ 真竹は２年以上の粘りの強い、曲がりのない青竹とし、腐り、虫食い、変

色のない所定の規格寸法を有すること。 

ウ 上家屋根及び壁のよしずは磨きよしずを使用すること。 

・肥後菊及び懸崖菊上家の前柱用檜丸太は組立前に荒縄タワシ等で念入りに磨き

上げること。 

・肥後菊、懸崖菊上家のよしずは二重張りとし、屋根については農業用ビニールフ

ィルムを、壁についてはよしずの間にこもを挟み込むこと。 

(イ) 菊花壇上家６棟分（懸崖作り花壇を除く）の竹製手摺り設置及び片付け 

・使用する青竹は、粘りが強く、曲がり、腐り、虫食い、変色のない所定の規格寸

法を有していること。 

(ウ) 菊花壇木軸上家５棟（伊勢菊、丁子菊、嵯峨菊花壇、大作り花壇、江戸菊花壇、

一文字菊、管物菊花壇、大菊花壇）建て方及び解体 

・木軸上家 5 棟の建て込みに使用する材料は、新宿御苑管理事務所が保有する材

料を支給する。運搬･建て込み･解体時には材料の破損がないようにすること。花

壇設置作業中に資材に泥が付着した場合は、汚れを拭き取ること。また、解体時

には搬出前に置いてあった元の位置に収納すること。 

・木軸上家の雨漏り防止のため屋根棟包み部については農業用ビニールフィルム

を笠木で挟み込み、雨漏り防止に努めること。 

（エ）外構・その他工事 

・７つの花壇について、菊花壇展前日又は当日の開園前に幕の取り付けを行う。幕

の撤去は菊花壇撤去日の始めに行うこと。その際、皺がなるべくできないように、

また、泥の付着がないように注意を払うこと。 

・防風用よしずは上家を立てた後、基本的に菊の搬入前に取り付けを行うこと。 

・上家設置に当たっては、監督職員を通じ工程等について特に調整を行うこと。 

・展示終了後、看板、袖垣等は所定の場所に丁寧に整理・運搬・格納すること。 
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（３） 土木工事 

(ア) 共通事項 

本工事の出来形及び出来ばえについては、菊の生育・開花状況に合わせた施

工が大きく影響する。そのため、花壇設置にあたっては、事前に監督職員を通

じ工程等について特に調整を行うこと。 

(イ) 懸崖作り花壇設置及び片付け 

菊の大きさに合わせて木台の設置位置を調整する。雨が降った場合は地盤が

緩むため、鉢を置いても倒れないように突き固める。懸崖作りに使用している

鉢は新宿御苑が宮内省により管理させていた時代から受け継ぐ貴重なものであ

るため、取扱いには細心の注意を払う。植付け後は地面を均し松葉を敷き詰め

る。花壇手前の流れについては清掃を行う。 

(ウ) 伊勢菊、丁子菊、嵯峨菊花壇設置及び片付け 

設計図書（割出図面）に従い割出を行う。植付高さはその年の菊の生育状況

に合わせるため、監督職員の指示に従い調整する。花壇正面にむかって奥の列

から伊勢菊･丁子菊･嵯峨菊を同時に植え付けていく。植付け後は土手を綺麗に

仕上げふるった黒土で化粧を行う。植え付け前の菊は活力剤に浸漬した後運搬

すること。なお活力剤は貸与する。 

(エ) 大作り花壇設置及び片付け 

設計図書（割出図面）に従い割出を行い、石台を設置する。菊栽培所管理ヤ

ード（以下、菊ヤードとする。）で花壇に展示する株の掘り上げ、養生を行った

のち、花壇に運搬する。花壇に定植後、仕立ての設計図（施工前に支給する）

に基づき仕立てを行う。花壇定植後も菊が生長するため、10 月下旬には仕立て

直しを行う。仕立て後は土手を綺麗に仕上げふるった黒土で化粧を行う。 

(オ) 江戸菊花壇設置及び片付け 

設計図書（割出図面）に従い割出を行う。植付高さはその年の菊の生育状況

に合わせるため、監督職員の指示に従い調整する。使用する鉢が大きいため植

穴を大きく堀り、高さを揃えて後植から順に植えていく。工期中菊が生長する

ため、10 月下旬には仕立て直しを行う。仕立て後は土手を綺麗に仕上げ、ふる

った黒土で化粧を行う。 

(カ) 一文字菊、管物菊花壇設置及び片付け 

設計図書（割出図面）に従い割出を行う。植付高さはその年の菊の生育状況

に合わせるため、監督職員の指示に従い調整する。花壇正面にむかって右奥か

ら一文字菊（黄）で始まり次列の管物菊（白）３本植え、一文字菊（紅）５本

植えと、品種・色を交互に、高さ・列を揃えて植え付けを行う。仕立て後は土

手を綺麗に仕上げ、ふるった黒土で化粧を行う。植え付け前の菊は活力剤に浸

漬した後運搬すること。なお活力剤は貸与する。 

(キ) 肥後菊花壇設置及び片付け 

設計図書（割出図面）に従い割出を行い、後植･中植･前植の順で植え付けを

行う。植え付け後、黒土で花壇表面を平らにならした後、園内から採取し、ふ
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るい、選別した苔を撒き、細かい散水ノズル等を用いて落ち着かせる。植え付

け前の菊は活力剤に浸漬した後運搬すること。なお活力剤は貸与する。 

(ク) 大菊花壇設置及び片付け 

設計図書（割出図面）に従い割出を行う。植付高さはその年の菊の生育状況

に合わせるため監督職員の指示に従い調整する。花壇にむかって左奥から厚物

菊（黄）で始まり次列の厚物菊（白）３本植え、厚物菊（紅）５本植と、３色

を交互に、高さ・列を揃えて植え付けを行う。仕立て後は土手を綺麗に仕上げ、

ふるった黒土で化粧を行う。植え付け前の菊は活力剤に浸漬した後運搬するこ

と。なお活力剤は貸与する。 

(ケ) 露地花壇設置（２箇所）及び片付け 

・第一露地花壇 

設計図書（割出図面）に従い割出を行う。中心部に厚物菊（黄、白）を植え、

周りに玉物菊を畑から掘り上げ、植え付けを行う。植付け後は土手を綺麗に仕上

げる。なお、菊の生育状況により植え付ける品種が変更となる場合があるため、

監督職員の指示に従うこと。 

・第二露地花壇 

設計図書（割出図面）に従い割出を行う。中心部に白色、周りに紅色の玉菊、

小円には黄色の玉菊を畑から掘り上げ、植え付けを行う。植付け後は土手を綺麗

に仕上げる。なお、菊の生育状況により植え付ける品種が変更となる場合がある

ため、監督職員の指示に従うこと。 

(コ) その他工事 

・展示期間中の展示の点検、手直し、防風用よしずの開け閉め等、１日最低１人

を常駐（11 月１日～15 日までの期間）させ、補修等必要な際には迅速に対応す

る。土手の手直しについては、雑草や砂利の入り込みに注意する。展示の点検、

手直し、よしずの開け閉め等の空いた時間については、監督職員の指示により、

菊花壇展の片付け準備、不要竹材のチップ化、薪割り等を行う。 

・新宿門等の展示・設置・撤去 

菊ヤードから、2.5ｍ幅程度の大作りを新宿門入口へ、トピアリー等を日本庭

園中央入口へ運搬・設置し、手直しを行う。また、新宿門に設置する袖垣は新

宿御苑管理事務所が保有する材料を支給する。 

・菊花壇展案内看板、解説看板等の設置・撤去（苑内・日本庭園内） 

菊花壇展案内看板（A３サイズ）18 枚程度を苑内に、日本庭園内矢印看板（A

５サイズ）20 枚程度を日本庭園内に、各花壇の名称板（A３程度のサイズ）７枚

及び各花壇の説明看板（A１程度のサイズ）７枚を各花壇付近に設置・撤去する。

詳細な設置場所については、別紙図面を参照すること。また、設置位置の微調

整が必要となるため、監督職員の指示に従い調整すること。 

・花壇周辺環境整備（豆砂利歩道敷き均し等） 

新宿御苑利用者の通行により、花壇前の砂利敷にむらができるため、玉砂利

を敷き均す。花壇土手と玉砂利の境界線については、直線状となるよう綺麗に

仕上げること。 
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（４） その他 

・工事に伴い発生した廃材（木竹）に関しては園内管理等に使用する場合があるため、

監督職員の指示に従い、所定の場所への運搬し再資源化を図ること。再利用しにく

いものについては処分すること。 

・木竹以外の廃材の処理方法については専門業者への委託処理を原則とするが、リサ

イクル率を高めるため、詳細については監督職員と協議すること。 

（５） 週休二日制について 

 ・本工事は、建設工事における完全週休２日制工事（現場閉所型）※（完全週休２日

（土日）Ⅱ型）】」の対象工事である。 

【完全週休２日（土日）Ⅱ型の場合】 

受注者は、工事契約後、完全週休２日（土日）又は月単位の週休２日の取組のどち

らかを希望するか判断の上、発注者に協議するものとし、どちらも希望しない場合は

通期の週休２日に取組むものとする。 

・ 週休２日の考え方 

（１）完全週休２日（土日）とは、対象期間の全ての週において、現場閉所されてい   

る状態をいう。受注者の責によらず土日に施工を行わざるを得ない場合は、事前に

協議した上で、土日に代わる現場閉所日を指定するものとする。 

（２）月単位の週休２日とは、対象期間内の全ての月で現場閉所日数の割合（以下「現

場閉所率」という。）が、28.5％（８日／28 日）以上の水準の状態をいう。ただし、

暦上の土日の閉所では、28.5％に満たない月は、その月の土日の合計日数以上に閉

所を行っている場合に、４週８休以上を達成しているものとみなす。 

（３）通期の週休２日とは、対象期間内の現場閉所率が、28.5％（８日／28 日）以

上の水準の状態をいう。 

（４）なお、降雨、降雪等による予定外の現場閉所についても、現場閉所日数に含め

るものとする。 

（５）対象期間は、工事着手日から工事完成日までの期間をいう。なお、年末年始６

日間、夏季休暇３日間、工場製作のみを実施している期間、工事全体を一時中止し

ている期間のほか、発注者があらかじめ対象外としている内容に該当する期間、受

注者の責によらず現場作業を余儀なくされる期間等は含めない。 

（６）現場閉所とは、巡回パトロール及び保守点検等、現場管理上必要な作業を行う

場合を除き、１日を通して現場及び現場事務所が閉所された状態をいう。 

（７）受注者の責によらない現場開所工事契約後、週休２日対象期間としていた期間

において、受注者の責によらず現場作業を余儀なくされる期間が生じる場合は、受

発注者間で協議して現場閉所による週休２日の対象外とする作業と期間を決定す

るとともに、変更契約時の設計図書に対象外とする作業と期間を明示する。ただし、

現場閉所による週休２日の対象外とする期間は災害対応等のやむを得ない期間に

限定すること。 

（８）やむを得ない現場閉所 

やむを得ず現場閉所による週休２日の対象外とする期間を設定する場合は、必要

最小限の期間とするものとする。また、現場閉所による週休２日対象外期間におい
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ては、技術者及び技能労働者が交替しながら個別に週休２日に取り組めるよう、休

日確保に努めるものとする。 

・現場閉所実績報告書等 

受注者は、毎月末までに現場閉所実績報告書又は現場閉所率を確認できる資料等

（現場閉所実績が記載された工程表や休日等の作業連絡記録、安全教育・訓練等の記

録資料等）（以下「現場閉所実績報告書等」という。）を作成し、監督職員が指定する

日までに現場閉所実績報告書等を提出するものとする。 

・ 総合工事工程表の作成 

受注者は、発注時の設計図書や発注者から明示される事項を踏まえ、総合工程表を

作成する。総合工事工程表を作成するに当たっては、当該工事の規模及び難易度、地

域の実情、自然条件、工事内容、施工条件等のほか、建設工事に従事する者の週休２

日の確保等、下記の条件を適切に考慮する。 

（１）建設工事に従事する者の休日（週休２日に加え、祝日、年末年始及び夏季休暇）

の確保 

（２）建設業者が施工に先立って行う労務・資機材の調達、調査・測量、現場事務所の

設置等の「施工準備期間」 

（３）施工終了後の自主検査、後片付け、清掃等の「後片付け期間」 

（４）降雨日、降雪・出水期等の作業不能日数 

（６） 工事工程の共有 

（ア）工事において、受発注者間で工事工程のクリティカルパスを共有し、工程に影響  

する事項がある場合には、その事項の処理対応者を明確にするものとする｡ 

（イ）円滑な協議を行うため、施工当初において工事工程（特にクリティカルパス）と

関連する案件の処理期限（誰がいつまでに処理し、どの作業と関連するのか）に

ついて、受発注者で共有するものとする。 

（ウ）工事工程の共有に当たっては、必要に応じて下請け業者（専門工事業者等の技術

者等）を含めるなど、共有する工程が現場実態にあったものとなるよう配慮する

ものとする。 

（エ）工程に変更が生じた場合には、その要因と変更後の工事工程について受発注者間

で共有すること。また、工程の変更理由が受注者の責によらない場合は、適切に

工期の変更を行うものとする。 

 

Ⅱ 適用 

１． 本特記仕様書は、「自然公園等工事共通仕様書（自然公園編）」（以下「共通仕様書」

という。）でいう特記仕様書で、本工事に適用する。 

２． 本工事の施工に係る一般事項は、共通仕様書による。 

３． 追加事項が必要な場合には、空欄部分に記載する。 

４． 以下の項目は、該当する□欄に「レ」の付いたものを適用する。 

 

Ⅲ 適用基準等 

☑ (1) 土木工事共通仕様書（国土交通省） 
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☑ (2) 土木工事施工管理基準（国土交通省） 

☑ (3) 写真管理基準（案）（国土交通省） 

☐ (4) 工事完成図書の電子納品等要領（国土交通省） 

☑ (5) 建築工事施工管理方針(国土交通省) 

☑ (6) 公共建築工事標準仕様書(建築工事編) 

☑ (7) k ン地区物解体工事共通仕様書 

 

 

Ⅳ 特記事項 

１．地域事項の概要 

☑ (1) 自然公園法による地域地種区分 －公園－地域（地区） 

☐ (2) 自然公園法による車馬の乗り入れ規制区域 

☐ (3) 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律による鳥獣保護区、特

別保護区域 

☐ (4) 文化財保護法による史跡名称天然記念物 

☐ (5) 森林法による保安林 

☐ (6) 海岸法による海岸保全区域 

☐ (7) 砂防法による砂防指定地 

☐ (8) 河川法による河川区域及び河川保全区域 

☐ (9) 

☐ (10) 

 

２．一般共通事項 

☐ (1) 工事完成図のサイズは（☐A1、☐A3、☐  ）とする。 

☐ (2) 工事完成図は CAD で作成し、CAD データの提出は（☐必要、☐不要）とする。 

☑ (3) 工事写真は、（☑A4 版、☐ 版）の工事写真帳に整理して１部提出すること

とし、写真はカラーでサービスサイズ程度とする。なお、監督職員と協議のう

え電子納品のみとする場合は、この限りではない。 

☐ (4) 「国等による環境物品等の調達の推進に関する法律」（グリーン購入法）に基

づく、環境物品等の調達の推進に関する基本方針（以下「基本方針」という。）

（環境省ホームページに掲載（毎年２月改正）において位置づけられた、「特定

調達品目」の調達の実績（設備及び公共工事）について、当該年度の調達実績

集計表（物品・役務及び公共工事）を環境省ホームページからダウンロードの

うえ、Excel ファイルで作成し、提出する。 

☐ (5) 「脱炭素社会の実現に資する等のための建築物等における木材の利用の促進

に関する法律」に基づき、国立公園等施設への木材利用量について、監督職員

が指定した様式で作成し、提出する。 

  

３．施工条件  

(1) 工事全般関係 
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☐ ①各種積算の取組：        ☑ ②積算補正：DID 補正 

☐ ③調査対象工事：         ☐ ④余裕工期の設定： 

☐ ⑤情報共有システム対象工事 

   詳細は「自然公園等整備工事における遠隔臨場の試行要領（案）」による。 

☐ ⑥遠隔臨場対象工事 

   詳細は「自然公園等整備工事及び業務の情報共有システム運用要領（案）」に

よる。 

(2) 工程関係 

☑ ①影響を受ける他の工事 

a. 工事名・発注者：新宿御苑管理事務所 

b. 制約内容：必要に応じて園内のほか工事の実施状況を考慮し、通行規制等

のの時期・場所について調整すること。 

☐ ②自然的・社会的条件による制約 

a.要因：             b.制約内容： 

☐ ③関連機関との協議による制約 

a.関連機関：           b.制約内容： 

c.未成立の場合における成立見込時期： 

☐ ④占用物件（地下物件、架空線など）・埋蔵文化財等の事前調査・移設 

a.物件内容：           b.物件管理者： 

c.事前調査・移設の期間： 

☐ ⑤特殊工法に伴う設計工程上の作業不能日数 

a.対象工種：           b.場所： 

c.日数：             d.内容： 

(3) 用地関係 

☐ ①用地の取得未了 

a.場所・範囲：          b.取得見込み時期： 

c.期日までに用地取得できない場合の対応： 

☐ ②保安林解除や用地規制等 

a.場所・範囲：          b.解決見込み時期： 

c.当面の対応： 

☐ ③官民境界の未確定部分 

a.場所・範囲：          b.協議状況、確定見込み： 

☐ ④用地の借地及び官有地等の使用 

a.場所・範囲：          b.期間： 

c.復旧条件： 

(4) 環境対策関係 

☐ ①自然環境及び景観等保全のための制約 

a.要因：             b.対象箇所： 

c.制約内容： 

☐ ②公害防止のための制限 
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a.対象工種：           b.対象箇所： 

c.制限内容： 

☐ ③水替、流入防止施設 

a.対象工種：           b.対象箇所： 

c.制限内容： 

☐ ④濁水、湧水等の特別処理 

a.対象工種：           b.対象箇所： 

c.処理方法： 

☐ ⑤事業損失懸念 

a.懸念事項：           b.事前・事後調査の有無： 

c.調査箇所：           d.調査方法： 

(5) 安全対策関係 

☑ ①交通安全施設等の指定 

a.規制内容：工事の際、来苑者の安全確保等のため、必要に応じて園路の通行

規制を行うこと。 

b.規制箇所：日本庭園内 

c.規制期間：開苑日、開苑時間中必要に応じて行う。 

☐ ②交通誘導警備員の配置 

a.対象要因：           b.対象箇所： 

c.対象期間：           d.その他： 

☐ ③対策をとる必要がある他施設との近接工事 

a.対象施設・管理者：       b.対象箇所： 

c.施工条件：           d.その他（協議状況他）： 

☐ ④防護施設等 

a.必要な防護施設：        b.危険要因： 

c.対策内容：           d.対象工種： 

e.対象期間：           f.その他： 

☐ ⑤保安設備及び保安要員の配置 

a.対象工種：           b.対象箇所： 

c.対象期間：           d.対象要因： 

e.その他： 

☐ ⑥発破作業等の制限 

a.制限内容： 

☐ ⑦有害ガス及び酸素欠乏等の対策 

a.対策内容： 

☑ ⑧高所作業の対策 

a.対策内容：ヘルメット安全帯を着用すること。 

☐ ⑨砂防工事の安全確保対策 

a.対策内容： 

(6) 工事用道路関係 
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☐ ①一般道路の搬入路使用 

a.経路：             b.制限内容： 

c.占用する際の関係機関協議：   d.その他： 

☐ ②仮道路の設置 

a.区間：             b.構造等の指定： 

c.必要な維持補修内容：      d.その他： 

☐ ③工事用道路の使用制限 

a.対象区間：           b.対象期間・時間： 

c.制限内容：           d.その他： 

(7) 仮設備関係 

☐ ①他の工事に引き継ぐ場合 

a.仮設備の名称：         b.引継ぎ先の受注者： 

c.撤去・損料などの条件：     d.維持管理条件： 

e.引き渡し等の時期：       f.その他： 

☐ ②引き継いで使用する場合 

a.内容：             b.時期： 

c.条件：             d.その他： 

☐ ③構造及び施工方法の指定 

a.対象物：            b.存置期間： 

c.規模・企画・数量等：      d.施工方法： 

e.その他： 

☐ ④設計条件の指定 

a.対象物：            b.設計条件： 

c.その他： 

☐ ⑤除雪 

a.対象箇所：           b.対象期間： 

c.制限内容：           d.その他： 

(8) 建設副産物関係 

☐ ①建設副産物情報交換システムの活用 

監督職員への報告は、当該システムで作成した再生資源利用計画書（実施書）

及び再生資源利用促進計画書（実施書）により行うものとする。 

☐ ②建設発生土情報交換システム登録対象 

受注者は、発注者が当該システムに登録した情報について、発注後情報の更

新を行うものとする。 

☑ ③再生資材の活用の明示 

a.資材名：  竹竿、よしず 

b.規格：c.使用箇所：d.その他：再生可能なものは監督職員の指示により取

り扱うこと 

☐ ④建設リサイクル法対象工事 

ａ 本工事は、特定建設資材を用いた建設物等に係る解体工事又はその施工
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に特定建設資材を使用する新築工事等であって、その規模が「建設工事に係

る資材の再資源化等に関する法律」（以下「建設リサイクル法」という）施

行令又は都道府県が条例で定める建設工事の規模に関する基準以上の工事

であるため、建設リサイクル法に基づき分別解体等及び特定建設資材の再

資源化等の実施について適正な措置を講ずることとする。 

b 分別解体等の方法 

工程ごとの作業内容及び解体方法 

工程 作業内容 分別解体等の方法 

仮設 仮設工事 ☐有☐無 ☐手作業、☐手作業・機械作業の併用 

土工 仮設工事 ☐有☐無 ☐手作業、☐手作業・機械作業の併用 

基礎 仮設工事 ☐有☐無 ☐手作業、☐手作業・機械作業の併用 

本体構造 仮設工事 ☐有☐無 ☐手作業、☐手作業・機械作業の併用 

本体付属品 仮設工事 ☐有☐無 ☐手作業、☐手作業・機械作業の併用 

その他（ ） 仮設工事 ☐有☐無 ☐手作業、☐手作業・機械作業の併用 

c 特定建設資材廃棄物の搬出 

再資源化等をする施設の名称及び所在地 

特定建設資材廃棄物の種類 施設の名称 所在地 

コンクリート塊   

アスファルト・コンクリート塊   

建設発生木材   

d 受注者は、特定建設資材の分別解体・再資源化等が完了したときは、建設

リサイクル法第 18 条に基づき、以下の事項を書面に記載し、監督職員に報

告することとする。 

・再資源化等が完了した年月日 

・再資源化等をした施設の名称及び所在地 

・再資源化等に要した費用 

☐ ⑤建設発生土の受入地への搬出 

a.搬出箇所・距離：        b.受入地名： 

c.受入条件：           d.その他： 

☐ ⑥建設発生土の他工事への搬出 

a.搬出箇所・距離：        b.受入地名： 

c.受入条件：           d.その他： 

☐ ⑦他工事からの建設発生土利用 

a.他工事情報：          b.受入条件： 

c.受入時期：           d.その他： 

☐ ⑧土壌汚染対策法の届出 

a.対象の有無：          b.場所・範囲・面積： 

c.該当工種：           d.発生量： 

e.その他： 
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(9) 工事支障物件関係 

☐ ①占用物件等の工事支障物件 

a.物件名：            b.物件管理者（連絡先等）： 

c.物件位置：           d.物件管理者との協議状況： 

e.移設時期：           f.その他： 

(10) 薬液注入関係 

☐ ①薬液注入 

a.工法条件：           b.注入管理： 

c.産業廃棄物が発生した場合の処分方法： 

d.地下埋設物がある場合の防護方法： 

e.周辺環境影響調査： 

(11) 現場環境改善費 

☐ ①率計上内容 

a.仮設備関係 

☐昇降設備の充実、☐環境負荷の充実、☐ＩＣＴ設備の充実、 

☐作業負荷の低減 

b.営繕関係 

☐現場事務所の快適化（女性用更衣室の設置を含む。） 

☐労働者宿舎の充実、☐現場休憩所の充実（交通誘導警備員待機室を含む） 

☐衛星設備・厚生施設の充実等 

c.安全関係 

☐工事標識・照明等安全施設の充実、☐盗難防止対策 

☐健康関連施設の充実、☐野生生物・害虫対策等 

d.地域連携 

☐広報活動等（完成予想図、パンフレット、工法説明図、PR 看板等） 

☐見学会・イベント等の開催（見学会施設等設置・管理運営等含む） 

☐社会貢献・地域対策費等（地域行事等の経費を含む） 

☐現場景観向上（美装化・デザイン看板等） 

☐ ②積上計上内容： 

☐熱中症対策・防寒対策 

(12) その他 

☑ ①工事用資機材の保管及び仮置き（製作工事及び他工事との工程調整等） 

a. 資機材の種類：丸太、真竹、よしず等の資材 

b.数量： 

c.保管・仮置き場所：監督職員の指示のもと、菊ヤード内に仮置きする。 

d.期間：履行期限まで 

e.保管方法：雨除け、日焼け防止のための養生を行うこと。 

f.積込・運搬方法： 

g.機械の分解・組立等ある場合の回数： 

h.その他： 
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☑ ②工事現場発生品 

a.品名・数量： 丸太、よしず、竹竿等の資材 

b.再使用の有無：菊栽培で再利用するものがあるため、監督職員の指示のもと

残置すること。 

c.引き渡し時期・場所：履行期限まで・新宿御苑内 

d.品質検査：   e.運搬方法・費用：   f.その他： 

☑ ③支給品・貸与品 

a. 品名・数量： 

 支給品：よしず、竹竿 必要数支給 

      貸与品：（品名：筑水運搬車 J80、下町小町シオン、TORO ワークマン GTX-E ロ

ング）、電動運搬車（品名：マキタ CUA600DZM）、動力噴霧機（丸山モーターセ

ット MC157MC）、充電式噴霧機（マキタ MUS200DZ）等 

      b.規格等： 

c.使用場所：新宿御苑内      d.積算条件： 

e.引き渡し場所：         f.返済方法等： 

g.その他：使用に関しては、監督職員の許可を得て使用し、使用者の責により

破損等が発生した際は請負者が責任をもって保証する。 

☐ ④新技術・新工法・特許工法の指定 

a.工法名称：           b.施工場所： 

c.施工条件：           d.NETIS 番号： 

e.その他： 

☐ ⑤指定部分の引き渡し 

a.指定部分：           b.引き渡し日： 

c.その他： 

☐ ⑥部分使用 

a.使用箇所：           b.使用条件： 

c.使用期間： 

☐ ⑦給水 

a.関係機関名：          b.協議時期： 

c.取水箇所：           d.取水時期： 

e.取水方法：           f.その他： 

☑ ⑧現場事務所・現場休憩所等（テントを含む）の設置 

☑可 設置条件：菊栽培ヤード内 

☐不可 想定休憩場所等： 

☐ ⑨監督職員事務所の設置 

a.場所：             b.規格： 

c.設置期間：           d.備品・設備等： 

e.その他： 

☑ ⑩工事用水及び工事用電力の構内既存設備 

a.工事用水：☑利用できる（☐有償、☑無償）、☐利用できない 
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b.工事用電力：☑利用できる（☐有償、☑無償）、☐利用できない 

☑ ⑪資材置場や作業場等 

a.場所：菊栽培ヤード内      b.期間：契約日から履行期限まで 

c.制限内容：           d.その他： 

 

４．土工 

☑ (1) 土砂のダンプトラック運搬に関しては、必ずシート掛けを行う。 

☑ (2) 土砂を仮置きする場合は、降雨等により周辺の植生帯に流失し、植物に影

響を及ぼすことのないように、シート掛け等の適切な対策を講じる。 

☑ (3) 植生保護及び土壌の固結防止を図るため、以下の場所おいては重機等の出

入りは避ける。 

（☐図示：    、☑日本庭園内） 

☑ (4) 土工における運搬および敷均し等については、含水比の高い状態で作業を

行ってはならない。 

☐ (5) 搬入する土砂は、地域生態系保全の観点から、以下の条件のものとする。 

（条件：           ） 

 

５．無筋・鉄筋コンクリート 

☐ (1) 鉄筋の種類は下記による。 

鉄筋名称 種類 径(mm) 適用箇所 

異形鉄筋 SD295A   

 SD345   

 SD390   

    

    

☐ (2) 鉄筋の継手方法は以下のものとする。 

☐ ①重ね継手：部位（  ）、径（  ） 

☐ ②ガス圧接：部位（  ）、径（  ） 

☐ ③    ：部位（  ）、径（  ） 

☐ (3) 鉄筋圧接完了後の試験は以下のものとする。 

（☐超音波試験、☐引張試験） 

☐ (4) 鉄筋コンクリートの設計強度は下記による。 

設計基準強度 Fc(N/mm2) スランプ 適用箇所 

   

   

☐ (5) 無筋コンクリートの設計強度は下記による。 

設計基準強度 Fc(N/mm2) スランプ 適用箇所 
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☐ (6) セメントの種類は下記による。 

種類 適用箇所 

普通ポルトランドセメント  

高炉セメント  

フライアッシュセメント  

☐ (7) コンクリートミキサーの清掃により生じる汚濁水は、公園区域外に搬出し

適正に処理する。 

 

６．材料 

☑ (1) 以下の工事材料は、見本又は品質を証明する資料について、工事材料を使

用するまでに監督職員に提出し、確認を受ける。 

（☐ JIS マーク表示品以外全て、☑ 青竹 よしず等） 

☐ (2) 植栽材料については、納入前後どちらかで材料検査をする。また、監督職

員の指示があった場合は、納入樹木の根巻きを一部取り外す等により根の状

況を確認し、承諾を得ること。 

☐ (3) 樹木の形状寸法は最小限度を示し、工事完成時点のものを言うが、その許

容上限は監督職員と協議のうえ決定する。 

☐ (4) 木材の加圧保存処理は、JIS A 9002「木質材料の加圧式保存処理方法」に

準拠すること。また、使用薬剤等については以下のとおりとする。 

①薬剤指定：☐有（   ）、☐無（条件：   ） 

②性能区分：☐JAS：   、☐AQ： 

☐ (5) 木材のインサイジング加工は、製材の日本農林規格による。また、インサ

イジング機は、一般社団法人全国木材検査・研究協会において認定された機

種を使用する。 

☐ (6) 木材の加圧処理材を現場において切断等の加工を行う場合は、加工した部

分に表面処理用木材保存剤（(公)日本木材保存協会(JWPA)認定薬剤)で野外

での使用が可能な薬品を塗布する。 

☐ (7) 木材の仕上げは、図面に記載のない限り、角材はプレーナー仕上げ及び丸

太は円柱仕上げを標準とする。  

☐ (8) 木材の端部及び角部は図面に記載のない限り面取りを施すこととし、面取

り幅等については監督職員と協議する。 

 ☐ (9) 木材の背割り加工は、材の厚みの（☐1/2、☐   ）とする。 

☐ (10) 工事現場搬入時における木材の含水率を指定する場合は、同一試験試料か

ら採取した試験片の含水率の平均値が以下の数値以下とする。 

（☐人工乾燥処理：  ％、☐天然乾燥処理：  ％） 

 

７．工事共通 

(1) 構造物撤去工 

☐ ① 舗装切断作業により生じる汚濁水は、吸引により回収のうえ、公園区域外に

搬出し適正に処理する。 



 

17 
 

(2) 仮設工 

☐ ① 交通誘導警備員を配置する場合、各公安委員会が必要と認める路線・区間及

び設計図書に記載のあった場合は、規制箇所毎に交通誘導警備検定合格者（１

級又は２級）１名以上配置するものとする。また、請負者は、交通誘導警備検

定合格証の写しを監督職員に提出するものとする。 

(3) 運搬工 

☐ ① ヘリコプター運搬については、着手前に「ヘリコプターによる輸送業務の安

全管理要領（自然環境整備担当参事官通知 平成 22 年 10 月 8 日）」に基づき、

輸送計画書（飛行計画及び安全管理計画等）を監督職員へ提出すること。 

 ☐ ② ヘリコプター運搬の想定条件は、以下のものとする。 

a.荷積み地予定地：☐図示、☐ 

b.荷積み地の整備：☐要（☐コンクリートパネル設置、☐    ）、☐不要 

c.荷卸し地の整備：☐要（☐ジャンプ台設置、☐伐倒・刈払い）、☐不要 

d.夜間繋留ヘリポート：☐有（☐図示、☐   ）、☐無 

e.運搬距離：片道水平距離：  （ｍ）、積み卸し地点間の標高差：  （ｍ） 

f.運搬資材：☐コンクリート･骨材等のバケット詰資材、 

☐鋼材、木材、その他 

 

８．基盤整備 

☐ (1) 石積工の練積において、目地モルタルの施工は深目地とする。 

 

９．植栽 

☐ (1) 植栽後に、防寒・対乾燥養生等が必要となった場合は、監督職員と協議す

る。 

☐ (2) 支柱丸太の防腐処理は以下のとおりとする。 

①防腐処理：☐有・☐無 

②防腐処理方法： 

☐  (3) 張芝部の客土（床土・目土）は、以下の条件のものとする。 

①客土材： 

 

10．施設整備 

☐ (1) 石材・平板・レンガ・タイル等を材料とする以下の舗装については、設計

図に基づいて割り付け図を作成し（伸縮目地を含む）、監督職員の承諾を得る。 

①舗装種類： 

☐ (2) 以下の舗装については、試験施工を行い監督職員の承諾を得なければなら

ない。 

①舗装種類： 

☐ (3) コンクリート構造物の端部及び角部は、図面に記載のない限り面取りを施

すこととし、面取り幅等については監督職員と協議する。 

☐ (4) 施設の設置にあたり、詳細位置等について監督職員の立ち会いにより決定
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するものは、以下のとおりとする。 

①施設種類： 

 


